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と
っ
て
頭
の
痛
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

た
も
の
、

序
言

八
七

(
1
)
 

近
年
、
「
儒
敦
國
敦
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
敷
多
く
の
疑
義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
お
お
ま
か
に
分
類
す

(
2
)
 

第
一
は
、
儒
敦
國
敦
化
の
定
義
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
か
な
る
歴
史
的
事
象
を
指
す
か
を
問
題
と
し
た
も
の
。

第
二
は
、
儒
敦
國
敦
化
に
闘
連
し
て
、
必
ず
言
及
さ
れ
て
き
た
董
仲
舒
の
封
策
と
五
経
博
士
の
設
置
と
い
う
歴
史
的
事
賓
を
問
題
と
し

(
3
)
 

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
問
題
意
識
を
含
み
、
容
易
に
解
決
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
の
場
合
、
ひ
と
く
ち
に
儒

敦
國
敦
化
と
言
っ
て
も
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
異
な
る
條
件
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
す
時
代
・
事
象
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
後
學
に

る
と
、
次
の
ふ
た
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

城

山

陽

|
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
「
五
経
」
を
中
心
と
し
て
I

五
経
博
士
の
設
置
に
闘
す
る
疑
義
の
再
検
討

宣



む
も
の
で
は
な
い
。

一
九
六
七
年
に
、
福
井
重
雅
氏
が
提
出
さ
れ
た
「
武
帝
の
五
鰹
博
士

(
4
)
 

設
置
と
い
う
著
名
な
制
度
は
、
漢
書
の
編
纂
嘗
時
の
思
想
か
ら
加
上
的
に
椴
託
化
さ
れ
た
記
載
」
で
あ
る
こ
と
を
結
論
と
す
る
五
経
博
士

こ
れ
は
、
武
帝
期
に
お
け
る
儒
敦
國
教
化
の
通
説
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
問
題
提
起
で
あ
り
、
時
を
お
か
ず
、
佐
川
修
・
冨
谷
至
雨
氏

(
5
)

（

6
)
 

ら
の
反
論
も
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
福
井
氏
の
説
は
、
多
く
の
賛
同
者
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(
7
)
 

さ
ら
に
、
近
年
に
お
い
て
福
井
氏
は
、
儒
敦
國
敦
化
に
闊
わ
る
論
考
を
次
々
に
登
表
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
大
著
『
漢
代
儒
教

の
史
的
研
究
儒
敦
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討
|
_
』
を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
、
冒
頭
に
お
い
て
、
儒
敦
國
敦
化
の
諸
問

(
8
)
 

題
を
網
括
し
、
五
経
博
士
の
設
置
や
董
仲
舒
の
封
策
に
闊
わ
る
論
證
を
大
幅
に
彊
化
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
文
章
の
正
宗
で
あ
る
班
固

『
漢
書
』
に
射
す
る
根
本
的
な
疑
義
を
も
提
唱
し
た
一
個
の
閥
系
的
な
著
作
と
な
っ
て
い
る
。

(
9
)
 

こ
れ
に
封
し
て
、
冨
谷
氏
の
再
度
の
反
論
や
澤
田
多
喜
男
氏
の
書
評
が
存
在
す
る
も
の
の
、
全
閥
と
し
て
み
れ
ば
、
現
在
、
福
井
氏
の

(10) 

説
は
、
廣
＜
學
會
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
も
漢
代
の
研
究
者
の
末
端
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
福
井
氏
の
論
考
か
ら
、
多
く
の
啓
登
を
受
け
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
、
福
井
氏
の
緻
密
な
論
證
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
多
く
の
結
果
が
、
學
會
を
神
盆
す
る
こ
と
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
異
論
を
差
し
挟

と
こ
ろ
が
、
福
井
氏
の
こ
の
た
び
の
新
著
は
、
如
何
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
讀
後
の
経
過
を
詳
し
く
迦
べ
れ
ば
、
嘗
初
、
筆
者
が
感

じ
た
の
は
、
冨
谷
氏
が
言
わ
れ
る
「
違
和
感
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
何
度
か
新
著
を
讀
み
込
む
う
ち
に
、
福
井
氏
の
班

固
『
漢
書
』
に
酎
す
る
疑
義
へ
の
共
感
と
、
氏
の
説
に
封
す
る
根
本
的
な
疑
問
へ
と
愛
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
の
福

の
設
置
と
董
仲
舒
の
射
策
に
闊
わ
る
疑
義
で
あ
る
。

ま
た
、
後
者
の
場
合
、
か
な
ら
ず
、
そ
の
俎
上
に
あ
が
る
の
が
、

＼
＼
 

I
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新
た
な
局
面
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
、
福
井
氏
の
説
に
賛
同
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
多
く
は
、
福
井
氏
の
説
に
依
檬
し
て
、
そ
れ
ぞ

(11) 

れ
に
儒
敦
國
敦
化
を
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
武
帝
に
よ
る
五
鰹
博
士
の
設
置
を
否
認
す
る
福
井
氏
の
説
が
行
き
詰
ま
っ
た
場
合
、
た

ち
ま
ち
、
そ
の
論
撮
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
五
経
博
士
の
設
置
に
開
わ
る
疑
義
を
解
決
す
る
こ
と
の
緊
急
性
と
は
何
か
。

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
五
経
博
士
の
設
置
に
闊
わ
る
疑
義
を
解
決
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
は
何
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
五
鰹
博
士
の
設
置
に
闘
わ
る
疑
義
を
解
決
す
る
過
程
で
、
著
名
な
こ
の
歴
史
的
事
件
自
膿
を
明
ら
か
に

す
る
緒
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
疑
義
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
敦
國
敦
化
の
問
題
に
お
い
て

先
に
逃
べ
た
よ
う
に
、
福
井
氏
の
疑
問
の
原
貼
は
、
漢
の
武
帝
に
よ
る
五
経
博
士
の
設
置
に
あ
る
。
ま
た
、
氏
の
新
著
に
お
い
て
も
、

こ
れ
に
多
く
の
頁
を
割
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
福
井
氏
が
、
こ
の
問
題
に
多
大
な
闘
心
を
寄
せ
て
い
る
の
が
理
解
で
き
よ
う
が
、
な

ぜ
、
福
井
氏
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
五
鰹
博
士
の
設
置
を
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
武
帝
に
よ
る

五
経
博
士
の
設
置
を
否
認
す
る
こ
と
が
、
儒
敦
國
敦
化
の
定
説
を
打
ち
破
る
こ
と
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
儒
敦
國
敦
化
の
定
説
が
、

董
仲
舒
の
封
策
と
、
そ
れ
に
よ
る
建
元
五
年
の
五
鰹
博
士
の
設
置
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
一
半
を
挫
け
ば
、
定
説
を
無
力
化
す

新
た
な
展
開
を
期
待
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

の
重
要
性
と
緊
急
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

八
九

井
氏
の
説
に
封
す
る
疑
問
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
自
覺
さ
れ
た
の
は
、
五
経
博
士
の
設
置
に
闘
わ
る
疑
義
を
解
決
す
る
こ
と

つ
ま
り
、
五
経
博
士
の
設
置
に
闊
わ
る
疑
義
の
解
決
が
、
儒
敦
國
教
化
を
め
ぐ
る
論
争
に
、



封
禅
書
を
補
綴
し
た
後
人
の
作
為
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
、

佐
川
氏
は
、

ま
ず
、

し
て
お
き
た
い
。

お
り
、

「
五
経
」
に
つ
い
て

迎
え
る
に
至
っ
て
お
り
、
事
賓
上
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
福
井
氏
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
た
一
九
六
七
年
よ
り
、
敷
十
年
に
及
ぶ

(12) 

停
濡
を
餘
儀
な
く
さ
れ
‘
賓
際
、
こ
の
間
に
中
國
で
は
、
五
鰹
博
士
に
闘
す
る
敷
多
く
の
研
究
が
登
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
井
氏
が
提
起
さ
れ
た
五
鰹
博
士
に
封
す
る
疑
義
は
、
あ
る
一
面
で
は
、
す
で
に
、
我
が
國
の
中
國
學
研
究
に
お
け
る
損
失
と
も
な
っ
て

一
刻
も
早
い
解
決
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
五
鰹
博
士
の
設
置
に
隅
わ
る
基
礎
的
な
疑
義
、
と
り
わ
け
「
五
鰹
」
の
慎
僻
の
問
題
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
『
漢
書
』

の
順
に
再
度
検
討
を
加
え
て
問
題
の
一
端
を
解
決
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

『
史
記
』

の

『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
「
五
鰹
」
の
用
例
を
再
貼
検
し
て
ゆ
く
前
に
、
複
雑
で
あ
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
争
貼
を
再
確
認

(13) 

一
九
六
七
年
、
福
井
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
五
経
」
に
開
わ
る
疑
義
の
出
登
貼
は
、
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
「
五
鰹
」
及

び
五
経
博
士
の
記
載
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
盛
き
る
よ
う
で
あ
る
。

『
漢
書
』
の
武
帝
紀
も
『
史
記
』
の
孝
武
本
紀
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
よ
い
が
、
現
存
の
孝
武
本
紀
は

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
…
…
と
に
か
く
現
存
の
孝
武
本
紀
に
五
経
博
士
の

九
〇

つ
ま
り
、

我
が
國
で
は
、
福
井
氏
を
中
心
と
し
た
五
鰹
博
士
の
設
置
に
闊
す
る
疑
義
の
論
争
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
異
偽
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
熱

心
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
反
面
、
五
鰹
博
士
に
闊
わ
る
制
度
や
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
、
今
日
を



た
か
ど
う
か
、
筆
者
に
は
疑
問
で
あ
る
。

記
録
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
そ
の
事
が
な
か
っ
た
と
断
ず
る
の
は
早
計
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
次
に
、
氏
は
、
「
五

経
」
と
い
う
用
語
は
『
史
記
』
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
原
本
孝
武
本
紀
に
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
い
う
保
證
は
な
い

こ
と
、
前
と
同
じ
で
あ
る
。
…
…
原
本
孝
武
本
紀
の
失
わ
れ
た
今
日
に
お
い
て
、
『
史
記
』
に
そ
の
記
録
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

(14) 

五
経
博
士
の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
沈
黙
か
ら
の
論
證
」
の
弊
に
陥
る
恐
れ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

、
/
し
ヽ
／

と
言
わ
れ
る
が
、
福
井
氏
は
新
著
に
お
い
て
「
佐
川
氏
の
表
現
を
逆
用
す
る
な
ら
ば
、
原
文
孝
武
本
紀
に
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
保
證
も

(15) 

な
い
」
と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
績
け
て
、

そ
も
そ
も
五
経
博
士
の
設
置
の
よ
う
な
儒
學
闊
係
の
顕
著
な
事
象
を
史
書
に
記
録
す
る
ば
あ
い
、
ち
ょ
う
ど
『
漢
書
』
武
帝
紀
と
儒

林
偉
と
の
記
事
が
そ
の
好
例
で
あ
る
よ
う
に
、
中
國
の
正
史
に
お
い
て
は
、

同
時
に
儒
學
開
係
の
列
博
中
に
も
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、

に
お
い
て
も
後
世
の
正
史
の
模
範
に
こ
そ
な
り
は
し
た
が
、

そ
れ
は
本
（
帝
）
紀
に
記
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
、

ほ
ぼ
例
外
の
な
い
一
般
原
則
で
あ
る
。

と
、
正
史
の
記
載
例
を
根
檬
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
が
、

九

そ
の
編
纂
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま

で
私
撰
の
史
書
で
あ
っ
て
、
後
世
の
よ
う
な
正
史
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
漢
書
』

そ
れ
が
「
例
外
の
な
い
原
則
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
少
な

く
と
も
、
私
撰
の
書
で
あ
る
『
史
記
』
が
、
福
井
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
な
中
國
の
正
史
に
お
け
る
「
例
外
の
な
い
一
般
原
則
」

で
あ
り
え

な
お
、
こ
の
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
お
け
る
「
五
経
」
の
有
無
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
氏
の
見
解
が
最
も
穏
嘗
な
よ
う
で
あ
る
。

五
鰹
博
士
に
闘
し
て
は
、
原
本
の
『
史
記
』
の
武
帝
本
紀
が
現
存
し
な
い
以
上
、
『
史
記
』
に
「
五
鰹
博
士
」
に
闘
わ
る
記
事
の
無

(16) 

い
こ
と
の
消
極
的
な
理
由
と
は
な
っ
て
も
、
積
極
的
な
反
論
と
は
な
り
難
い
。



の
學
術
界
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

゜
{つ つ

ま
り
、
こ
の
問
題
は
、
福
井
氏
、
佐
川
氏
と
も
に
解
決
が
つ
か
ず
、
堂
堂
巡
り
を
績
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
渡
邊
氏
は
績
け
て

「
史
料
に
闊
わ
る
問
題
は
、
決
定
的
な
史
料
が
存
在
し
な
い
以
上
、
自
説
の
立
場
か
ら
の
解
繹
の
整
合
性
を
争
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
以

上
立
ち
入
る
こ
と
は
不
毛
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
。
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
、
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
つ
い
て
は
棚
上
げ
と
し
、
次
の
問

そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『
史
記
』
に
記
録
さ
れ
る
唯
一
の
「
五
鰹
」
の
用
例
で
あ
る
。
『
史
記
』
築
書
に
は
こ
う
あ
る
。

太
史
公
日
、
余
毎
讀
虞
書
、
至
於
君
臣
相
救
、
維
是
幾
安
、
而
股
肱
不
良
、
萬
事
堕
壊
、
未
嘗
不
流
梯
也
。
…
…
秦
二
世
尤
以
為
娯
。

…
…
高
祖
過
油
詩
三
侯
之
章
、
令
小
兒
歌
之
。
…
…
至
今
上
即
位
、
作
十
九
章
、
令
侍
中
李
延
年
次
序
其
整
、
拝
為
協
律
都
尉
。
通

／ヽヽ
ノしぅ
r
ヽ

ノ

一
経
之
士
不
能
獨
知
其
辟
、
皆
集
會
五
鰹
家
、
相
典
共
講
習
讀
之
、
乃
能
通
知
其
意
、
多
爾
雅
之
文
。
…
…
又
嘗
得
神
馬
渥
注
水
中
。

…
…
中
尉
汲
賠
進
日
、
…
…
上
黙
然
不
説
、
丞
相
公
孫
弘
日
、
賠
誹
謗
聖
制
、
嘗
族
。
凡
音
之
起
由
人
心
生
也
。
…
…
而
衛
震
公
之

(17) 

時
、
…
…
太
史
公
日
、
…
…
。

本
文
に
は
、

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
賓
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
五
経
家
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
五
鰹
家
」
と
は
何
か
。
司
馬
談
「
六
家
要
旨
」
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
「
家
」
と
は
、
元
来
、
諸
子
の
學
派
、
集
園
を
指
す
の
で
あ
ろ

太
史
公
仕
於
建
冗
元
封
之
間
、
慇
學
者
之
不
逹
其
意
而
師
悸
。
乃
論
六
家
之
要
指
日
、
…
…
。
陰
陽
…
…
。
儒
者
…
…
。
墨
者
…
…
。

法
家
…
…
。
名
家
…
…
。
道
家
…
…
。

な
お
、
司
馬
談
の
「
六
家
要
旨
」
と
は
、
輩
な
る
諸
子
の
學
派
・
集
圏
だ
け
を
分
類
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
文
章
は
、
嘗
時

題
に
取
り
組
む
の
が
賢
明
な
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
建
冗
・
元
封
の
聞
、
學
者
の
其
の
意
に
逹
せ
ず
し
て
師
惇
る
を
慇
む
」

九



ょ‘
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あ
る
と
お
り
、
司
馬
談
は
、
建
元
元
封
年
間
の
學
者
の
た
め
に
、
學
術
が
い
か
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
、

つ
ま
り
、
博
士
官
が
い
か
な
る
學
術
的
出
自
か
と
い
う
分
類
で
も
あ
ろ
う
。

(19) 

つ
ま
り
、
「
家
」
と
は
「
博
士
」
の
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
漢
書
』
に
は
、
「
易
家
」
「
公
羊
家
」
「
穀
梁
家
」
と
い
う
「
家
」

の
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
學
官
、

つ
ま
り
五
鰹
博
士
の
一
鰹
の
博
士
官
を
指
す
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
史
記
』
築
書
の
「
五
鰹
家
」
が
、
「
五
経
博
士
」
を
指
す
こ
と
も
、
ま
た
明
白
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
『
史
記
』
築
書
の
「
五
鰹
家
」

の
記
事
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
の
年
代
の
豫
想
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

築
書
に
は
「
通
一
鰹
之
士
」
と
い
う
語
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
『
史
記
』
儒
林
偉
の
公
孫
弘
「
功
令
」
に
、

九
そ
の
特
長
を
奉
げ
て
記
遠
し

一
歳
皆
輯
試
、
能
通
一
紙
以
上
、
補
文
學
掌
故
鋏
。
…
…
不
能
通
一
萩
、
輻
罷
之
。
…
…
請
選
揮
其
秩
比
二
百
石
以
上
、
及
吏
百
石

(20) 

通
一
紙
以
上
、
補
左
右
内
史
、
大
行
卒
史
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
通
一
鰹
之
士
」
と
は
、
射
策
を
経
て
官
に
就
い
た
も
の
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
公
孫
弘
の
「
功
令
」
の
上
奏
は
、
元

朔
五
年
（
前
―
二
四
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
築
書
の
記
湛
が
「
功
令
」
の
記
録
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
築
書
は
、

(21) 

太
初
四
年
ご
ろ
の
資
料
を
正
し
く
記
録
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
史
記
』
柴
書
の
「
五
鰹
家
」
の
記
載
は
、
『
史
記
』
の
成
書
時
に
お
い
て
、
輩
に
「
五
経
」
と
い
う
表
現
が
存
在
し
た

こ
と
を
證
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
五
経
博
士
の
存
在
と
そ
の
職
責
に
関
す
る
證
檬
を
も
含
む
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
史
記
』
築
書
の
「
五
鰹
家
」
に
つ
い
て
、
福
井
氏
は
、
完
全
に
否
定
的
な
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
築
書
は
『
史
記
』
完
成
後
い
ち
早
く
散
侠
し
、
現
存
す
る
そ
れ
は
堵
少
孫
ら
の
後
人
の
補
填
に
な
る
一
篇
と

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
嘗
時
の
學
術
界
の
分
類
と
は
、
學
官
、



哉。

②
張
照
日
、
按
築
書
謂
猪
先
生
補
者
、
亦
出
張
守
節
正
義
。

(33) 

す
る
の
が
定
説
で
あ
る
か
ら
、
自
ず
か
ら
そ
れ
を
『
史
記
』
の
原
文
と
見
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
『
史
記
』

(22) 

の
中
に
五
経
と
い
う
用
語
が
全
く
鋏
如
し
て
い
る
…
…
。

と
湛
べ
ら
れ
、
業
書
の
「
五
経
家
」
の
用
例
は
、
司
馬
遷
の
筆
で
な
い
旨
を
彊
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
定
説
」
の
例
と
し
て
、

注
の

(33)
に
「
趙
翼
『
廿
二
史
箭
記
』
径
一
猪
少
孫
補
史
記
不
止
十
篇
、
梁
玉
纏
『
史
記
志
疑
』
巷
一
五
築
書
、
瀧
川
編
太
郎
『
史
記
會

注
考
證
』
巻
二
四
築
書
な
ど
」
の
説
を
奉
げ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
福
井
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
趙
翼
や
梁
玉
縄
ら
は
、
『
史

記
』
築
書
を
拷
少
孫
ら
後
人
の
妄
補
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
『
考
證
』
を
詳
細
に
検
討
す
る
に
、
氏
の
指
摘
と
は

相
嘗
に
異
な
る
結
論
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
闊
連
す
る
箇
所
を
畢
げ
て
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

①
陳
仁
錫
日
、
余
毎
讀
虞
書
、
至
誹
謗
聖
制
嘗
族
、
倶
太
史
公
妙
筆
也
。

③
今
考
太
史
公
日
以
下
叙
虞
書
以
至
秦
―
一
世
、
見
古
築
之
失
博
、
自
高
祖
過
油
至
天
馬
来
、
志
漢
築
之
梗
概
、
後
汲
賠
正
直
之
言
、
公

孫
詔
映
之
語
以
結
之
、
以
明
漢
築
之
所
以
不
興
、
常
馬
遷
之
時
、
所
應
作
之
築
書
、
如
是
止
芙
、
然
則
榮
書
未
嘗
不
覚
也
、
後
人
復

以
築
記
全
文
蔦
、
入
公
孫
弘
語
之
下
、
又
取
晉
平
公
事
不
鰹
之
談
以
附
盆
之
、
而
馬
遷
之
義
始
晦
芙
。

④
梁
玉
縄
日
、
獲
宛
馬
作
歌
、
太
初
四
年
之
春
、
而
公
孫
弘
卒
元
狩
二
年
三
月
、
渥
注
大
宛
事
不
及
見
、
安
得
有
誹
謗
聖
制
之
譜
、
汲

賠
未
嘗
為
中
尉
之
官
、
得
渥
涯
馬
時
、
賠
在
淮
陽
為
太
守
、
無
縁
而
諷
武
帝
、
得
大
宛
馬
時
、
賠
卒
已
十
二
年
。
又
安
得
誹
謗
聖
制

⑤
困
學
紀
聞
・
通
鑑
問
答
、
謂
築
書
後
人
所
績
、
厚
匪
古
人
、
非
史
遷
之
筆
、
登
有
遷
在
嘗
時
而
乖
舛
如
此
。

⑥
通
鑑
孜
異
不
得
其
説
。
疑
馬
生
渥
注
作
歌
、
在
元
狩
一
―
一
年
°
汲
賠
為
右
内
史
而
磯
之
、
言
嘗
族
者
、
非
公
孫
弘
、
殊
不
然
也
。

九
四



九
五

⑦
愚
按
握
漢
公
卿
表
、
太
初
四
年
得
大
宛
馬
時
、
公
孫
賀
方
為
丞
相
、
則
弘
字
嘗
賀
字
之
訛
。
史
記
汲
賠
博
云
、
上
以
醇
故
官
其
弟
汲

仁
、
至
九
卿
。
蘇
秦
弟
有
蘇
代
蘇
属
。
築
毅
子
有
築
間
兄
弟
。
親
戚
資
性
近
似
者
、
往
往
有
之
。
面
磯
武
帝
者
、
安
知
不
汲
仁
乎
゜

後
人
校
史
記
者
、
熟
公
孫
弘
汲
賠
名
、
面
不
究
其
事
、
以
意
妄
改
、
亦
未
可
知
也
。

⑧
又
按
結
末
敷
語
、
典
平
準
書
烹
弘
羊
天
乃
雨
同
一
筆
法
、
言
外
有
無
限
意
味
、
彼
欲
婦
罪
於
桑
弘
羊
、
此
不
欲
顧
言
君
悪
。
史
公
妙

筆
、
後
人
不
可
企
及
。

(23) 

⑨
又
按
以
上
史
公
證
（
築
）
書
序
、
以
下
後
人
取
膿
記
築
記
韓
非
子
十
過
等
書
妄
増
。

こ
れ
ら
は
瀧
川
編
太
郎
『
考
證
』
の
文
章
で
あ
る
。
文
①
②
③
は
、
築
書
大
題
下
の
「
考
證
」
で
あ
り
、
文
④
か
ら
⑨
ま
で
が
、
築
書
本

文
「
上
黙
然
不
説
、
丞
相
公
孫
弘
日
、
賠
誹
謗
聖
制
、
嘗
族
」
以
下
の
「
考
證
」
で
あ
る
。

確
か
に
、
文
②
④
⑤
⑥
の
資
料
は
、
福
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
史
記
』
築
書
の
史
料
性
に
疑
い
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

文
②
で
張
照
が
、
猪
少
孫
の
妄
補
を
主
張
す
る
の
は
、
張
守
節
『
史
記
正
義
』
に
始
ま
る
と
い
う
。
ま
た
、
文
④
の
梁
玉
纏
や
文
⑥

『
通
鑑
孜
異
』
で
は
、
神
馬
を
渥
涯
の
水
中
に
得
て
歌
を
作
っ
た
の
が
元
狩
三
年
（
前
―
ニ
―
-
）
で
あ
り
、
こ
の
と
き
汲
賠
の
官
位
は
、

右
内
史
で
あ
っ
て
、
中
尉
で
は
な
く
、
「
族
誅
に
該
嘗
す
る
」
と
い
っ
た
の
も
、
元
狩
二
年
（
前
―
ニ
―
)
に
死
去
し
た
公
孫
弘
で
は
な

い
。
ま
た
、
大
宛
の
馬
を
獲
た
太
初
四
年
（
前
一

O
-
）
は
、
汲
賠
が
死
亡
し
て
す
で
に
十
二
年
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
公

孫
弘
、
汲
賠
雨
人
が
生
き
て
い
よ
う
は
ず
も
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
文
⑥
『
困
學
紀
聞
』
『
通
鑑
問
答
』
に
お
い
て
は
、
『
史
記
』

築
書
は
、
後
人
が
妄
補
し
た
も
の
で
、
決
し
て
司
馬
遷
の
筆
で
は
な
い
こ
と
を
遠
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
瀧
川
氏
自
身
の
「
考
證
」
の
文
章
③
⑦
⑧
⑨
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ
の
結
論
は
相
嘗
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
③
で
は
、
冒
頭
、
太
史
公
日
＜
以
下
の
虞
書
の
く
だ
り
か
ら
秦
の
二
世
皇
帝
ま
で
は
、
古
築
が
博
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
さ
ま
が



見
を
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

湛
べ
ら
れ
、
漢
の
高
祖
が
油
に
立
ち
寄
る
場
面
か
ら
神
馬
が
や
っ
て
来
る
場
面
ま
で
が
、
漢
代
の
楽
の
概
略
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
汲
賠
の
賓
直
な
猷
言
と
公
孫
弘
が
武
帝
に
阿
っ
た
辟
に
よ
っ
て
築
書
の
序
が
結
ば
れ
る
が
、

著
湛
し
た
時
期
が
、
こ
の
内
容
ま
で
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
築
書
に
そ
の
後
の
記
這
が
あ
る
の
は
、
後
の
人
が
公

孫
弘
の
言
葉
の
下
に
築
記
の
全
文
と
『
韓
非
子
』
十
過
篇
に
あ
る
晉
の
平
公
の
異
常
な
故
事
を
付
け
足
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

司
馬
遷
が
築
書
を
書
き
著
し
た
意
義
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。

そ
の
わ
け
は
、
司
馬
遷
が
築
書
を

前
掲
『
史
記
』
築
書
の
引
用
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
て
ゆ
く
と
、
瀧
川
氏
の
考
え
で
は
、
築
書
は
、
冒
頭
の

「
太
史
公
日
」
か
ら

「
上
黙
然
不
説
、
丞
相
公
孫
弘
曰
、
斃
誹
謗
聖
制
、
嘗
族
」
ま
で
は
、
司
馬
遷
の
筆
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
文
⑦
⑧
⑨
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
意
見
で
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
武
敏
氏
の
要
約
に
よ
る
と
「
後
人
に
よ
り
公
孫
賀
が

公
孫
弘
に
、
汲
仁
が
汲
賠
に
改
め
ら
れ
た
も
の
で
、
と
く
に
結
末
の
敷
語
は
恰
も
平
準
書
の
「
〔
桑
〕
弘
羊
を
烹
ば
、
天
す
な
わ
ち
雨
ふ

ら
ん
」
と
同
一
手
法
で
、
司
馬
遷
が
賓
際
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
築
書
は
首
序
の
部
分
は
司
馬
遷
が
執
筆
し
た
も
の

に
若
干
後
の
手
が
加
わ
り
、
首
序
に
つ
づ
く
『
凡
そ
音
の
起
る
は
人
心
よ
り
生
ず
る
な
り
』
以
下
は
後
人
が
『
證
記
』
築
記
、
『
韓
非
子
』

(24) 

十
過
篇
な
ど
よ
り
付
盆
し
た
部
分
と
す
る
」
と
い
う
。
佐
藤
氏
も
こ
の
よ
う
な
「
『
考
證
』
の
説
は
争
嘗
と
思
わ
れ
る
」
と
瀧
川
氏
の
意

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
元
来
、
瀧
川
氏
は
『
考
證
』
に
お
い
て
、
福
井
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
（
『
史
記
』
築
書
は
）
猪
少
孫
ら
の

後
人
の
補
填
に
な
る
一
篇
と
す
る
の
が
定
説
」
と
遠
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
『
史
記
』
築
書
前
半
の
序
の
部
分
、

ま
り
、
「
五
経
家
」
を
含
む
部
分
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遷
の
属
筆
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
史
記
』
築
書
に
つ
い
て
は
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
後
人
の
補
填
」
に
な
る
こ
と
が
「
定
説
」
と
な
る
に
至
っ

九
六

つ



お
い
て
、

記
』
儒
林
博
は
、
五
鰹
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。

九
七

(25) 

以
上
、
瀧
川
、
佐
藤
雨
氏
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
『
史
記
』
築
書
序
中
の
「
五
経
家
」
と
い
う
用
例
が
、
信
用
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

福
井
氏
の
「
現
存
す
る
先
秦
•
秦
漢
時
代
の
文
猷
は
も
と
よ
り
、
…
…
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、
五
経
の
二
字

(26) 

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
有
力
な
證
腺
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
『
史
記
』
に
は
、
「
五
経
」
に
闘
わ
る
資
料
の
ひ
と
つ
に
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
検
討
さ
れ
て
き
た
儒
林
偲
の
記
事
が
あ
る
。
『
史

自
是
之
後
、
言
詩
於
魯
則
申
培
公
、
於
齊
則
靱
固
生
、
於
燕
則
韓
太
博
。
言
尚
書
自
漬
南
伏
生
。
言
證
自
魯
高
堂
生
。
言
易
自
苗
川

(27) 

田
生
。
言
春
秋
於
齊
魯
自
胡
母
生
、
於
趙
自
董
仲
舒
。

こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
に
お
け
る
「
五
経
」
の
〗
県
僻
問
題
を
検
證
す
る
際
に
お
い
て
も
、
重
要
な
論
握
と
な
っ
て
き
た
。
周

知
の
通
り
、
佐
川
修
氏
や
多
く
の
先
學
の
貴
重
な
指
摘
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
近
年
、
澤
田
多
喜
男
氏
も
、
福
井
氏
の
新
著
の
書
評
に

(28)
．
 

『
史
記
』
儒
林
偉
で
五
鰹
に
つ
い
て
の
學
者
だ
け
畢
げ
て
い
る
事
賓
に
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。

と
そ
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
史
記
』
儒
林
傭
は
、
す
で
に
、
漢
代
武
帝
期
に
お
い
て
五
鰹
博
士
が
存
在
し
た
有

力
な
證
朦
と
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
、

も
う
ひ
と
つ
の
五
経
の
資
料
を
、
簡
輩
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
詳
細
は
先
行
研
究
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
『
史
記
』
に
お
け
る



の
説
の
原
貼
が
「
董
仲
舒
、
五
経
博
士
そ
し
て
儒
敦
官
學
化
は
、

『
漢
書
』

前
章
で
は
、
『
史
記
』
築
書
に
お
け
る
「
五
経
家
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
『
史
記
』
に
お
け
る
「
五
鰹
」
の
用
例
が
、
築

書
の
一
例
に
と
ど
ま
る
以
上
、
武
帝
期
の
五
鰹
博
士
の
設
置
を
裏
付
け
る
根
捩
と
し
て
、

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
『
漢
書
』
に
お
け
る
「
五
鰹
」
の
用
例
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
『
漢
書
』
に
は
、

敷
多
く
の
「
五
経
」
の
用
例
が
あ
り
、

そ
の
中
に
は
、
武
帝
期
に
年
代
を
比
定
さ
れ
る
資
料
も
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
も
迦
べ
た
よ
う
に
、
福
井
重
雅
氏
は
、
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、
五
経
の
二
字
を
見
出
す

(29) 

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
主
張
は
、
い
か
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
井
氏
の
『
漢
書
』
中
の
「
五
経
」
に
お
け
る
資
料
操
作
の
基
本
方
針
は
、
次
の
よ
う
な
観
貼
に
朦
る
も
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
に
は
全
く
存
在
し
な
い
五
経
が
、
三
十
九
例
の
多
敷
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
嘗

時
の
経
學
の
特
色
や
大
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

や
や
不
十
分
な
観
は
否
め
ま
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
『
漢
書
』
は
前
漢
末
期
に
は
じ
め
て
出
現
し
、
後
漢
初

期
に
多
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
五
鰹
と
い
う
用
語
や
概
念
を
素
地
と
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
基
本
的
に
前
漢
一
代
の
経
學
の
務
展
や
髪

遷
に
つ
い
て
叙
逮
し
よ
う
と
し
た
史
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
『
漢
書
』
に

(30) 

記
載
さ
れ
る
五
経
の
用
法
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
根
本
的
に
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
冨
谷
至
氏
が
、
福
井
氏
の
著
書
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
評
の
な
か
の
文
章
で
あ
る
。
冨
谷
氏
は
、
福
井
氏

つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
う
い
っ
た
班
固
と
『
漢
書
』
が
も
の
し
た
捏
造
で
し

(31) 

か
な
い
」
こ
と
、
ま
た
、
福
井
氏
の
新
著
が
「
『
漢
書
』
の
恣
意
性
、
と
く
に
儒
敦
に
闊
す
る
班
固
の
偏
向
を
彊
調
す
る
」
こ
と
を
指
摘

の
五
鰹
に
つ
い
て

九
八



る。 さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
福
井
氏
は
、
そ
の
た
め
の
資
料
操
作
を
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

九
九

例
え
ば
、
『
漢
書
』
に
お
い
て
、
「
通
五
鰹
」
を
稲
さ
れ
る
夏
侯
始
昌
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

夏
侯
始
昌
…
…
は
、
と
も
に
『
史
記
』
と
は
無
縁
の
學
者
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
五
鰹
が
司
馬
遷
の
手
筆
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
賓
際
上
、
班
固
の
そ
れ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
…
…
「
詔
し
て
日
く
」
な
ど
の
文
言
に
よ
っ
て
先

(32) 

導
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
短
文
が
特
定
の
公
式
文
書
を
祖
本
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。

福
井
氏
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
『
漢
書
』
中
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遷
の
手
筆
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
班
固
の
そ
れ
で
あ
る
と
み

な
し
、
す
べ
て
、
班
固
が
『
漢
書
』
を
成
書
し
た
時
代
、
す
な
わ
ち
、
後
漢
の
章
帝
期
の
も
の
と
判
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
通
五
鰹
」

さ
ら
に
、
こ
の
記
事
が
、
公
文
書
よ
り
採
ら
れ
た
資
料
で
な
い
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
、
公
文
書
に
依
携
し
な
い
も
の
は
、
や
は
り
、
班

固
の
手
筆
で
あ
り
、
後
漢
の
章
帝
期
の
資
料
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
公
文
書
よ
り
の
採
録
の
基
準
は
以
下
の
通
り
で
あ

『
漢
書
』
の
文
中
に
散
見
す
る
五
経
の
用
例
を
拾
集
し
、

書
』
を
編
集
す
る
さ
い
に
、
班
固
自
身
が
後
漢
初
期
に
流
行
し
て
い
た
五
経
の
名
稲
を
無
意
識
に
使
用
し
た
記
事
で
あ
る
の
か
、

れ
と
も
二
に
、

つ
ま
り
、
後
漢
•
章
帝
期
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
一
々
に
つ
い
て
貼
検
す
る
ば
あ
い
、
ま
ず
、
第
一
に
、

そ
れ
は
公
文
書
の
よ
う
な
原
資
料
を
素
材
と
し
て
、

そ
れ
は
『
漢そ

そ
れ
ら
を
忠
賓
に
轄
蔦
し
た
記
事
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
文
章

の
出
所
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
…
…
そ
の
判
断
の
基
準
と
は
、
詔
令
や
奏
議
の
よ
う
な
い
わ
ば
公
文
書
類
の

ば
あ
い
に
は
、
…
…
原
則
と
し
て
、
班
固
は
そ
れ
を
勝
手
に
取
捨
選
捧
し
た
り
、
自
分
の
筆
に
よ
っ
て
書
き
改
め
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
ほ
ぼ
忠
賓
に
そ
の
原
文
を
轄
載
し
、
本
文
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
漢
書
』
を
編
纂
し

を
稲
さ
れ
た
夏
侯
始
昌
の
記
事
も
、
班
固
に
よ
る
も
の
、



前
の
記
録
は
、
成
帝
期
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
資
料
に
お
い
て
、
様
々
な
條
件
を
付
典
す
れ
ば
、
嘗
然
、

氏
は
、
『
漢
書
』
中
の
資
料
の
年
代
比
定
を
お
こ
な
う
際
に
、
厳
密
に
公
文
書
に
依
擬
す
る
と
い
う
新
た
な
條
件
を
付
加
し
て
い
る
の
で

さ
れ
る
後
漢
•
章
帝
期
に
そ
の
年
代
が
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
手
筆
や
公
文
書
に
よ
る
依
握
な
ど
、
様
々
な
條
件
を
付
典
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
漢
書
』
中
に
お
け
る
「
五
経
」

の
用
例
は
、

つ
ま
り
は
公
文
書
に
依
檬
し
な
い
資
料
は
、
す
べ
て
、
班
固
が
『
漢
書
』
を
執
筆
し
た
と

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
後
漢
の
章
帝
期
の
も
の
と
な
り
、

そ
う
し
て
、
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、

五
経
の
二
字
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
操
作
は
、
極
め

な
ら
ば
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
な
ど
に
お
け
る
偲
統
的
な
資
料
操
作
と
は
、

成
す
る
に
嘗
っ
て
、
『
史
記
』
や
詔
令
•
上
奏
文
の
よ
う
な
公
文
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
ま
に
引
用
し
て
『
漢
書
』
を
成
書
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
年
代
も
よ
り
晩
期
に
設
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
福
井

さ
ら
に
、
先
人
の
著
作
な
ど
を
、
あ
る
程
度
そ
の

と
り
わ
け
、
『
漢
書
』
藝
文
志
と
儒
林
博
に
つ
い
て
は
、
劉
向
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
資
料
に
つ

い
て
、
池
田
秀
三
氏
は
「
『
漢
書
』
藝
文
志
の
六
藝
略
•
諸
子
略
・
詩
賦
略
の
練
叙
と
諸
子
略
の
小
被
と
し
て
偲
え
ら
れ
る
文
章
は
、
劉

向
自
身
の
説
で
あ
る
と
断
定
し
て
も
よ
い
」
、
「
劉
向
の
手
に
成
る
可
能
性
が
大
き
い
の
は
、
儒
林
博
の
劉
向
生
前
に
常
た
る
部
分
で
あ
ろ

(34) 

う
」
と
説
明
し
、

こ
れ
ら
が
劉
向
の
手
に
成
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
漢
書
』
藝
文
志
・
儒
林
博
中
の
劉
向
以

て
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
に
合
致
し
な
い
、

(33) 

た
と
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
班
固
は
、
『
漢
書
』
を
編

1
0
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な
ら
ば
、
保
に
『
漢
書
』
中
の
「
五
経
」
の
資
料
を
、
偲
統
的
解
繹
の
も
と
に
編
年
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(36) 

以
下
、
表
に
ま
と
め
て
み
た
。

そ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
麒
齢
を
来
た
す
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
本
来
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
諸
博
は
、

抜
粋
し
て
『
漢
書
』
買
誼
博
を
成
書
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

を
奉
げ
れ
ば
、
『
漢
書
』
買
誼
博
の
賛
文
に
は
「
凡
所
著
遮
五
十
八
篇
、
探
其
切
於
世
事
者
著
於
偉
云
」
と
あ
っ
て
、
買
誼
の
著
作
か
ら

(35) 

そ
の
證
檬
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
買
誼
偉
中
の
資

料
は
、
買
誼
の
著
作
、
す
な
わ
ち
買
誼
『
新
書
』
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
も
の
で
、
『
漢
書
』
買
誼
偲
と
現
行
本
買
誼
『
新
書
』
と
を
比
較

偲
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
人
物
の
資
料
と
し
て
、

つ
ま
り
、
『
漢
書
』
買
誼
傭
は
、
前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
買
誼
の
資
料
を

こ
の
よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
例
は
、
と
も
に
詳
細
な
検
討
の
末
に
、

1
0
 

そ
れ
な
り
の
正
嘗
性
を
保
持
し
う
る
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
資
料
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
漢
書
』
の
場
合
、
司
馬
遷
の
手
筆
に
よ
ら
な
け
れ
ば
班
固
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
方
法
や
、
公
文
書

に
依
握
す
る
方
法
な
ど
で
、
年
代
を
比
定
さ
れ
る
の
は
、
有
力
な
手
段
の
ひ
と
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
歴
史
書
の
な
か
の
資
料
が
、
ど
の
よ

う
な
事
責
を
指
す
の
か
、
ど
の
時
代
の
も
の
か
を
判
定
す
る
際
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
方
法
、
例
え
ば
、
本
文
批
判
や
そ
の
資
料
獨
自
の

特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
た
手
法
も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
鰹
の
用
例
の
年
代
を
比
定
さ
れ
る
際
に
も
、 一

例
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ま
ず
、
目
に
付
く
の
が
、
武
帝
期
に
お
け
る
五
鰹
の
用
例
の
多
さ
で
、
賓
に
八
例
を
敷
え
る
。
博
統
的
な
方
法
と
福
井
氏
の
方
法
が
導
く

結
果
の
差
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
が
、
賓
は
、
そ
の
数
の
多
さ
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
的
性
質
の
違
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
福
井
氏
の
説
は
、
資
料
の
性
質
に
よ
る
絣
別
を
加
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
を
期
し
て
言
え
ば
、

福
井
氏
の
説
明
は
、
公
文
書
と
そ
の
他
一
般
の
文
書
に
分
類
し
、
公
文
書
に
依
檬
す
る
文
章
は
、
そ
れ
が
指
し
示
す
嘗
該
の
時
代
の
、
信

用
で
き
る
資
料
と
見
な
す
が
、
そ
の
他
一
般
の
文
書
は
、
す
べ
て
班
固
の
手
筆
に
よ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
疑
い
後
漢
の
章
帝
期
の
も
の
と

判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

では、この「五経」における八つの用例はどうであろうか。これらの出典は、『漢書』武帝紀•百官公卿表・五行
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以
下
の
よ
う
に
逃
べ
ら
れ
て
い
る
。

志
・
兒
寛
簿
•
王
吉
偲
・
儒
林
博
な
ど
で
あ
り
、

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
軍
に
武
帝
紀
の
五
文
字
の
記
載
だ
け
な
ら
ば
、

紀
と
百
官
公
卿
表
に
ま
た
が
っ
て
い
る
「
置
五
鰹
博
士
」
記
迦
を
、

ぞ
れ
資
料
的
性
質
が
異
な
る
文
書
か
ら
採
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

1
0五

そ
の
由
来
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
井
正
士
氏
は
、
こ
う
湛
べ
ら

班
固
は
武
帝
紀
に
「
置
五
経
博
士
」
と
瑕
託
の
記
載
を
し
た
上
で
、
更
に
又
百
官
表
に
も
こ
の
よ
う
な
手
の
こ
ん
だ
個
託
の
記
載
を

そ
の
建
元
五
年
の
條
は
そ
も
そ
も
怪
し
い
記
事
な
の
と

(37) 

相
侯
っ
て
俵
託
と
す
る
こ
と
に
私
も
躊
躇
し
な
い
が
こ
の
百
官
表
の
そ
れ
を
併
せ
る
と
懺
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(38) 

平
井
氏
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
『
漢
書
』
武
帝
紀
「
置
五
鰹
博
士
」
の
條
を
疑
い
始
め
た
嘗
の
本
人
で
あ
る
が
、
そ
の
氏
を
し
て
も
武
帝

ひ
と
ま
ず
は
事
賓
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
平
井
氏

は
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
文
章
の
傍
線
部
に
て
示
し
た
よ
う
に
、
武
帝
紀
甲
獨
で
は
怪
し
ん
で

お
ら
れ
た
平
井
氏
も
、
百
官
公
卿
表
の
資
料
的
来
源
に
つ
い
て
は
、
承
認
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
雙
方
を
同
時
に
疑
う
こ
と
が
理
性
的
で
は
な
い
こ
と
を
平
井
氏

は
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
出
捩
も
異
な
る
と
見
ら
れ
る
八
例
も
の
用
例
を
疑
い
き
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
理

性
的
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
精
緻
な
検
證
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
一

さ
ら
に
、
福
井
氏
の
説
明
の
限
界
を
示
す
一
例
が
あ
る
。
先
の
表
に
お
け
る
文
3
か
ら
文
8
ま
で
に
「
通
五
鰹
」
と
記
さ
れ
る
夏
侯
始

昌
・
堵
大
・
王
吉
・
董
仲
舒
の
四
名
が
い
る
。
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
名
の
「
通
五
鰹
」
も
班
固
の
手
筆
に
よ
る
「
附
會
」
で
あ

(39) 

り
、
し
た
が
っ
て
、
後
漢
・
章
帝
期
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
班
固
が
「
附
會
」
を
施
し
た
理
由
と
し
て
、

例
は
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
方
法
の
限
界
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、

そ
れ



は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
（
班
固
）
は
自
ら
生
を
享
け
て
い
た
後
漢
の
初
期
か
ら
前
漢
に
遡
上
し
な
が
ら
、
史
書
を
構
想
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
あ
ら
た
め

て
公
羊
家
の
學
者
で
あ
る
董
仲
舒
の
存
在
に
注
目
し
た
。
…
…
そ
れ
と
同
時
に
董
仲
舒
派
と
で
も
い
う
べ
き
一
鴬
や
劉
向
の
よ
う
な

い
わ
ば
親
董
仲
舒
派
の
學
者
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
…
…
か
れ
ら
の
多
く
は
董
仲
舒
を
恰
好
の
先
謳
者
と
し
て
「
揃
ぎ

(40) 

出
す
」
こ
と
に
な
っ
た
。

福
井
氏
は
、
こ
れ
ら
四
名
が
、
劉
向
・
班
固
ら
の
親
董
仲
舒
派
の
學
者
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
賓
は
、

彼
ら
の
學
統
は
全
く
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
儒
林
偲
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
と
猪
大
は
公
羊
學
、
夏
侯
始
昌
は
較
固
生
の
弟

そ
こ
で
、
も
し
瑕
に
、
福
井
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
劉
向
・
班
固
ら
が
董
仲
舒
に
肩
入
れ
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
別
々

の
學
統
の
人
物
に
「
通
五
鰹
」
を
「
附
會
」
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
、
彼
ら
は
、
董
仲
舒
と
そ
の
弟
子
逹
に
封
し
て
の
み
集
中
的
に

「
附
會
」
を
行
な
い
、
公
羊
家
の
董
仲
舒
派
の
獨
尊
を
明
ら
か
に
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
に
、
『
漢
書
』
「
通
五

経
」
の
四
名
、
夏
侯
始
昌
•
猪
大
・
王
吉
・
董
仲
舒
の
學
統
は
、
賓
に
三
家
に
ま
た
が
り
、
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
井
氏
の
『
漢
書
』
の
「
五
鰹
」
「
附
會
」
説
に
檬
っ
て
、
「
通
五
経
」
を
記
さ
れ
た
人
物
の
學
統
を
考
え
た
場
合
、
ど

う
し
て
も
説
明
し
が
た
い
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
こ
で
も
、
福
井
氏
の
方
法
の
限
界
が
垣
聞
見
え
る
よ
う
に
、
筆
者
に

以
上
、
『
漢
書
』
に
お
け
る
「
五
経
」
の
用
例
を
貼
検
し
た
結
果
、
福
井
氏
の
説
で
は
、
證
明
し
き
れ
な
い
多
く
の
事
例
が
存
在
す
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
福
井
氏
の
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、
五
経
の
二
字
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
説
明
は
、
先
の
『
史
記
』
に
引
き
績
き
、
『
漢
書
』
に
お
い
て
も
、
多
く
の
武
帝
期
の
「
五
経
」
の
用
例
が
再
び
確
認
さ

子
で
齊
詩
、
王
吉
は
韓
嬰
の
弟
子
で
韓
詩
を
修
め
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

1
0六



lll
武
帝
期
に
確
立
し
た
人
材
登
用
試
瞼
で
あ
る
射
策
に
使
用
さ
れ
た
「
五
経
」
、

「
博
」
「
記
」
に
は
、
家
世
の
學
ほ
ど
の
深
い
理
解
を
必
要
と
し
な
い
。
『
漢
書
』
藝
文
志
六
藝
略
線
序
に
い
う

「
そ
の
大
憫
を
存
し
、
鰹
文
を
玩
ぶ
の
み
。
是
の
故
に
日
を
用
う
る
こ
と
少
な
く
し
て
徳
を
畜
う
こ
と
多
し
。
―
―
-
＋
に
し
て
五
経
立

し
た
が
っ
て
、
そ
の

て
兼
習
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

Il
―
鰹
の

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
い
に
再
検
討
の
餘
地
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
漢
書
』
「
通
五
鰹
」

1
0七

本
章
は
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
武
帝
期
の
「
五
鰹
」
の
用
例
を
箕
偽
の
面
か
ら
再
検
討
す
る
と
い
う
本
稿
の
主
旨
に
、
基
本
的
に
は
そ

わ
な
い
論
證
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
の
「
五
経
」
の
用
例
を
検
證
す
る
と
い
う
貼
に
お
い
て
、
一
部
、
本
稿
の
主
旨
に
重
な
る
部
分
も
あ
る
の
で
、

附
章
と
し
て
追
加
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

前
章
で
検
證
し
た
よ
う
に
、
『
漢
書
』
に
お
け
る
「
通
五
鰹
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
何
ら
か
の
歴
史
的
事
賓
に
依
握
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
武
帝
期
の
八
つ
の
用
例
の
う
ち
賓
に
六
例
を
占
め
る
「
通
五
鰹
」
と
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

I
儒
學
に
通
じ
た
人
物
を
、
嘗
時
の
人
が
「
通
五
経
」
と
稲
し
、

そ
の
解
繹
と
し
て
は
、
以
下
の
三
例
ほ
ど
が
墾
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(41) 

そ
れ
を
班
固
が
採
録
し
た
。

「
経
」
「
傭
」
「
記
」
す
べ
て
に
通
じ
て
お
り
、
か
っ
、
五
鰹
す
べ
て
に
深
い
理
解
を
有
し
て
い
た
も
の
を
「
通
五
経
」
と
記

録
し
た
。
『
漢
書
』
藝
文
志
六
藝
略
線
序
に
い
う
「
五
字
の
文
を
説
く
に
、
二
三
萬
言
に
至
る
。
幼
童
に
し
て
一
藝
を
守
り
、
白
首

(42) 

に
し
て
後
能
く
言
う
」
ま
で
の
深
い
内
容
に
至
る
鰹
典
理
解
が
あ
り
、
ま
さ
し
く
、
後
世
の
家
世
の
學
を
「
五
経
」
す
べ
て
に
お
い

附

に
つ
い
て

そ
の
五
つ
に
通
じ
た
も
の
を
「
通
五
経
」
と
記
し
た
。



そ
う
す
る
と
、
文
皿
が
、
も
っ
と
も
有
力
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

の
記
録
で
あ
る
な
ら
ば
、

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
も
し
、

ま
ず
、
文
I
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
通
五
経
」
を
記
さ
れ
て
い
る
五
名
の
う
ち
襲
舎
を
の
ぞ

く
四
名
が
、
な
ぜ
か
、
武
帝
期
に
集
中
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
武
帝
期
の
人
が
、
文
I
の
よ
う
に
儒
學
に
長
じ
た
人
物
を
「
通
五
経
」

と
稲
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
文
II
と
共
通
す
る
理
由
で
あ
る
の
で
、
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。

文
II
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
證
檬
が
揃
っ
て
い
る
。
先
に
、
「
通
五
経
」
を
記
さ
れ
て
い
る
五
名
の
う
ち
四
名
は
、
武
帝
期
の
人
で

こ
の
と
き
に
、
文
II
の
よ
う
に
、
深
く
儒
學
の
鰹
典
す
べ
て
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
通
五
鰹
」
と
記
さ
れ
た
の
か
、
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

な
ぜ
、

な
ぜ
な
ら
、
『
漢
書
』
藝
文
志
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
輩
に
「
儒
學
の
経
典
」
の
呼
稲
と
言
え
ば
、
「
五
経
」
登
場
以
降
も
、
相
髪
わ

ら
ず
、
「
六
褻
」
「
六
経
」
の
ほ
う
が
有
力
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
儒
學
す
べ
て
に
通
じ
て
い
る
意
味
と
し
て
の
「
通
五
経
」

(43) 

一
例
で
は
あ
る
が
、
『
史
記
』
に
あ
る
「
通
六
藝
」
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
記
』

孔
子
世
家
で
は
、
孔
子
の
七
十
二
人
の
弟
子
の
こ
と
を
「
通
六
藝
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
儒
學
に
長
じ
た
も
の
の
意
味
で
用
い

つ
ま
り
、
「
通
五
鰹
」
に
は
、
異
な
る
意
味
が
付
典
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
嘗
な
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
武
帝
期
に
お
い
て
、
五
経
の
名
稲
は
、
儒
學
の
櫂
威
全
膿
を
代
表
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
試
験
科
目
を
代
表
す
る
に
過
ぎ

(44) 

な
い
。
試
験
科
目
で
あ
る
五
鰹
が
櫂
威
化
さ
れ
る
の
は
、
今
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
と
な
る
。

例
え
ば
、
夏
侯
始
昌
は
、
表
の
文
3

「
通
五
経
、
善
推
五
行
博
」
と
同
じ
く
表
の
文
6
に
「
通
五
鰹
、
以
齊
詩
・
尚
書
敦
授
」
と
記
録

さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
通
五
鰹
」
ほ
か
に
「
五
行
偲
を
究
明
し
」
、
「
齊
詩
・
尚
書
を
敦
授
し
た
」
の
で
あ

つ
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

1
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り
、
「
五
行
博
」
「
齊
詩
•
尚
書
」
は
「
五
鰹
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

授
す
る
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
後
に
い
う
學
官
の
専
経
の
そ
れ
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い

う
「
五
経
」
と
は
、
嘗
然
、
深
く
一
経
を
學
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
公
孫
弘
の
「
功
令
」
に
い
う
、
射
策
に
お
け
る
「
能
く
二
執
以
上
に
通

ず
る
」
も
の
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
四
人
は
、
試
験
科
目
で
あ
る
五
鰹
に
通
逹
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
通
五
経
」
と
は
、
試
験
科
目
で
あ
る
射
策
に
お
い
て
、
「
五
つ
の
経
」
に
つ
い
て
及
第
し
た
こ
と
を
表
し
、
後
世
の

「
射
策
甲
科
」
な
ど
の
よ
う
な
、
試
験
に
お
け
る
ラ
ン
ク
の
よ
う
な
も
の
を
表
す
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
異
な
っ
て
い
る
と
思

う
。
な
ぜ
な
ら
、
試
験
科
目
で
あ
る
射
策
が
決
定
さ
れ
た
功
令
（
前
―
二
四
）

の
う
ち
、
董
仲
舒
が
、

そ
の
よ
う
な
試
験
を
受
け
る
な
ど
、
年
代
か
ら
考
え
て
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
が
考
え
う
る
最
も
整
合
性
の
あ
る
解
答
と
し
て
は
、
「
通
五
経
」
と
は
、
官
學
で
あ
る
五
純
の
纂
定
、
ま
た
は
、

に
開
連
す
る
制
度
面
に
お
い
て
著
し
く
貢
献
し
た
も
の
に
、
下
賜
さ
れ
た
稲
琥
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

か
の
四
人
に
は
、

名
稲
を
、

そ
れ
ぞ
れ
に
賓
績
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
相
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
武
帝
が
新
た
に
創
造
し
た
「
五
鰹
」
と
い
う

そ
れ
ら
儒
學
の
功
臣
に
下
賜
し
て
、
國
家
の
方
針
で
あ
る
儒
學
に
よ
る
人
材
登
用
を
推
進
す
る
に
は
、
う
っ
て
つ
け
の
策
で
あ

る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
通
五
経
」
の
稲
暁
が
記
さ
れ
た
原
資
料
を
も
と
に
、
班
固
が
そ
れ
ら
を
記
録

(45) 

し
た
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
自
然
な
筋
書
き
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
論
證
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
の
で
、
結
び
と
し
て
、

結
語

1
0九

よ
り
後
に
、
董
仲
舒
•
夏
侯
始
昌
•
猪
大
・
王
吉
の
四
人

そ
の
要
貼
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

そ
れ

つ
ま
り
、
齊
詩
や
尚
書
は
、
太
學
で
敦



資
料
が
、
信
頼
す
る
に
足
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
、
『
史
記
』
築
書
に
お
け
る
「
五
経
家
」
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
後
人
の
補
填
」
で
あ
る
こ
と
が
「
定

説
」
と
な
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
氏
が
證
檬
に
學
げ
ら
れ
た
瀧
川
編
太
郎
『
考
證
』
な
ど
は
、
こ
の
用
例
を
司
馬
遷
の

慎
筆
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
の
「
五
経
家
」
の
用
例
は
、
『
史
記
』
儒
林
偉
が
五
経
で
分
類
さ
れ
て
い
る
記
事
と
併
せ
て
、
武
帝
期

の
五
経
博
士
を
理
解
す
る
う
え
で
興
味
深
い
資
料
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

二
、
福
井
重
雅
氏
は
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
五
経
の
用
例
に
つ
い
て
、
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、

五
経
の
二
字
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
結
論
は
、
氏
獨
特
の
、
『
漢
書
』
に
射
す
る
深
い
疑
念

と
そ
う
し
た
観
念
に
支
え
ら
れ
た
「
極
め
て
め
ず
ら
し
い
」
資
料
操
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
瑕
に
、
筆
者
が
既
存
の
方

法
論
に
依
捩
し
て
『
漢
書
』
中
の
「
五
鰹
」
の
用
例
を
配
列
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
武
帝
期
に
お
け
る
八
例
も
の
例
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

い
か
な
る
方
法
論
を
採
る
か
に
よ
っ
て
、
結
果
は
、
か
く
も
歴
然
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
八
例
に
つ
い
て
、
敷
々
の
検
證
を
重
ね
た
結
果
、
福
井
氏
の
瑕
託
説
で
は
、

い
く
つ
か
の
貼
に
お
い
て
、
限
界
や

矛
盾
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
結
果
か
ら
線
合
的
に
判
断
す
る
に
、
『
漢
書
』
に
お
け
る
武
帝
期
の
「
五
経
」
の

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
、
多
く
の
武
帝
期
の
「
五
経
」
の
用
例
が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

福
井
重
雅
氏
や
平
井
正
士
氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
日
本
に
お
け
る
五
経
博
士
の
研
究
は
、
基
本
的
に
、
こ
れ
を
疑
う
方
向
で

検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
平
井
氏
は
、
後
に
や
や
轄
向
さ
れ
、
「
繹
古
的
態
度
」
を
表
明
さ
れ
た
が
、
福
井
氏
は
、

(46) 

こ
と
は
無
く
、
「
疑
古
的
態
度
」
を
貫
か
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
も
髪
わ
る

し
か
し
、
事
賓
が
本
稿
で
検
證
し
た
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
福
井
氏
の
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、
五
鰹
の

―1
0
 



二
字
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
事
賓
上
、
再
度
の
検
證
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
こ
の
主
張
を
基
礎

(47) 

と
す
る
「
武
帝
に
よ
る
五
経
博
士
の
設
置
と
い
う
記
載
は
、
…
…
後
世
の
附
會
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
福
井
氏
の
結
論
に
つ
い
て
も
、
嘗

然
、
根
本
的
な
再
検
討
が
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
以
後
は
、
こ
れ
ら
五
鰹
の
記
録
の
資
料
的
償
値
を
認
め
て
、

た
、
嘗
時
の
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
、

そ
の
資
料
が
指
し
示
す
歴
史
的
事
賓
を
追
究
し
、
ま

そ
れ
ら
の
資
料
を
解
繹
し
て
、
ま
ず
は
、
未
だ
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
五
経
博
士
の
形
態

や
そ
の
職
責
な
ど
、
賓
質
的
な
問
題
を
検
證
し
、
さ
ら
に
は
、
新
た
に
、
五
鰹
博
士
が
中
國
思
想
史
上
に
占
め
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
考

な
お
、
本
稿
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
福
井
重
雅
氏
の
説
に
反
駁
を
加
え
る
か
た
ち
で
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
福
井

氏
の
説
が
、
五
経
に
お
け
る
疑
義
に
お
い
て
、
最
も
有
力
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
福
井
氏

の
説
の
否
定
的
な
面
の
み
を
彊
調
し
た
結
果
と
な
り
、
筆
者
の
本
意
に
は
、
や
や
そ
わ
な
い
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、

福
井
氏
の
説
の
異
な
る
一
面
、

つ
ま
り
、
本
稿
の
序
言
に
お
い
て
湛
べ
た
「
福
井
氏
の
班
固
『
漢
書
』
に
封
す
る
疑
義
へ
の
共
感
」
に
つ

こ
れ
ま
で
、
董
仲
舒
の
酎
策
と
五
経
博
士
の
設
置
に
よ
っ
て
儒
敦
國
敦
化
が
な
さ
れ
た
、
と
す
る
定
説
に
つ
い
て
、

も
の
は
、
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
福
井
氏
の
よ
う
に
、

に
ま
で
登
展
さ
せ
た
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

(48) 

違
い
な
く
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
部
を
疑
う

そ
れ
を
「
堂
々
と
」
全
面
的
に
疑
い
、
「
一
個
の
憫
系
的
な
著
作
」

や
は
り
「
大
き
な
」
「
功
績
」
で
あ
る
と
間

福
井
氏
の
説
の
特
長
は
、
『
漢
書
』
が
史
賓
を
そ
の
ま
ま
偲
え
る
も
の
で
は
な
く
、
班
固
の
歴
史
観
を
反
映
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る

い
て
も
紹
介
し
て
、
筆
を
欄
く
こ
と
と
し
た
い
。

え
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
今
後
求
め
ら
れ
る
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。



意
義
が
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

貼
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
正
解
の
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
は
、
常
に
勝
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
正
史
は
特
に
そ
の

(49) 

例
え
ば
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
正
史
の
本
紀
の
最
後
を
飾
る
君
主
は
、
暗
君
で
な
け
れ
ば
暴
君
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
王

朝
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
革
命
の
大
義
名
分
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
漢
書
』
に
お
け
る
學
術
の
勝
者
は
、
疑
う
餘
地
も
な
く
儒
學
で
あ
る
。
常
然
、
班
固
の
筆
に
よ
る
『
漢
書
』
に
は
、

述
が
蹴
入
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
。
福
井
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
保
定
す
る
の
は
、
確
か
に
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
の
福
井
氏
の
指
摘
に
は
、
有
意
義
な
も
の
も
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
筆
者
が
特
に
注
目
す
る
の
は
『
漢
書
』
武

帝
紀
の
「
建
元
五
年
春
…
…
置
五
鰹
博
士
」
の
記
事
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
季
節
の
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
「
春
」
と
あ
る
の
み
で
、
…
…
そ
れ
が
一
定
の
公
文
書
類
を
基
本
に
作
成
さ
れ
た
文
章
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

武
帝
紀
に
は
、
「
某
年
・
季
節
・
某
月
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
資
料
も
少
な
く
は
な
い
。
た
だ
し
、
「
置
五
鰹
博
士
」
の
記
事
と
同
じ
く

「
四
年
夏
、
有
風
赤
如
血
」
な
ど
と
年
と
季
節
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
記
事
も
存
在
す
る
。
な
ぜ
「
春
」
な
ど
と
季
節
の
み
が
記
録
さ
れ

(51) 

て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
資
料
的
来
源
が
ほ
か
と
異
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
公
文
書
の
類
か
ら
書
蔦
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
記

一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
五
鰹
博
士
に
闊
す
る
具
憫
的
な
記
録
が
皆
無
に
近
か
っ
た
こ
と
を
豫
想

ほ
か
の
様
々
な
書
類
か
ら
合
鞣
．
輯
蔦
さ
れ
た
な
ど
何
ら
か
の
可
能
性
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う

(52) 

な
指
摘
を
為
す
に
至
っ
た
の
も
、
福
井
氏
が
班
固
『
漢
書
』
を
根
本
的
に
疑
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
視
貼
か
ら
の
指
摘
に
も
深
い

…
…
詳
細
に
つ
い
て
も
、

(50) 

さ
せ
る
。

條
件
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
福
井
氏
の
大
著
『
漢
代
儒
敦
の
史
的
研
究
|
|
＇
儒
敦
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討
|
—
』
に
お
い
て
は
、
こ
う
し

た
微
言
に
も
注
意
を
喚
起
し
、
氏
得
意
の
公
文
書
に
よ
る
辮
別
を
謳
使
す
る
な
ど
、
ま
さ
し
く
精
緻
に
検
證
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ

れ
ら
の
論
證
の
敷
々
は
、
後
學
に
多
大
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
面
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と

注(
1
)

本
稿
で
用
い
る
「
儒
敦
」
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
近
代
以
降
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
き
た
學
術
用
語
と
し
て
の
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、

「
儒
敦
國
敦
化
」
に
つ
い
て
は
、
渡
遷
義
浩
氏
の
よ
う
に
厳
密
に
「
國
敦
化
」
が
為
さ
れ
た
年
代
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
定
説

に
檬
り
、
時
期
と
し
て
は
漢
代
武
帝
期
を
指
し
、
歴
史
的
事
賓
と
し
て
は
、
董
仲
舒
の
射
策
と
五
鰹
博
士
の
設
置
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

本
稿
で
、
こ
れ
ら
儒
敦
お
よ
び
儒
敦
國
敦
化
の
定
義
を
深
く
追
究
す
る
こ
と
は
、
紙
面
の
都
合
上
難
し
く
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
す
る
。
な
お

儒
敦
國
敦
化
に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
喜
『
中
國
哲
學
史
』
（
岩
波
書
店
一
九
五
三
年
）
二
六
二
頁
、
狩
野
直
喜
「
儒
學
と
漢
武
帝
」
（
『
支
那

學
文
藪
』
み
す
ず
書
房
一
九
七
三
年
）
、
狩
野
直
喜
『
支
那
文
學
史
』
（
み
す
ず
書
房
一
九
七

0
年
）
、
本
田
清
「
儒
學
」
（
『
岩
波
哲
學
．

思
想
事
典
』
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
）
、
宇
佐
美
一
博
「
董
仲
舒
」
（
『
岩
波
哲
學
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
）
な
ど
参
照
。

「
儒
敦
國
敦
化
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
網
羅
的
に
記
逃
さ
れ
て
い
る
論
考
に
は
、
平
井
正
士
「
漢
代
の
儒
學
國
敦
化
に
つ
い
て
」
（
『
多
賀
秋
五

郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
・
ア
ジ
ア
の
敦
育
と
社
會
』
不
昧
堂
出
版
一
九
八
三
年
）
、
渡
遜
義
浩
『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
敦
』
（
雄
山
閣

一
九
九
五
年
）
（
以
降
、
渡
遜
著
書
と
略
稲
す
る
）
や
福
井
重
雅
『
漢
代
儒
敦
の
史
的
研
究
ー
ー
—
儒
教
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討

|
|
』
（
汲
古
書
院
二

0
0五
年
）
（
以
降
、
福
井
著
書
と
略
稲
す
る
）
の
序
章
、
西
川
利
文
「
漢
代
の
儒
學
と
國
家
ー
ー
命
菜
巾
期
「
官
學
化
」

議
論
を
中
心
に
」
（
『
佛
敦
大
學
文
學
部
史
學
科
創
設
一
＿
一
十
周
年
記
念
・
史
學
論
集
』
一
九
九
九
年
）
、
闘
口
順
「
「
儒
教
國
敦
化
」
論
へ
の

異
議
」
（
『
中
園
哲
學
』
北
海
道
中
國
哲
學
會
二

0
0
0年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
2
)

代
表
的
な
論
考
に
は
、
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
4
』
岩
波
書
店
一
九
七

0
年
）
、
西
嶋
定
生
「
儒
教

の
國
敦
化
と
王
非
政
櫂
の
出
現
」
（
『
中
國
の
歴
史
2
秦
漢
帝
國
』
講
談
社
一
九
七
四
年
）
、
板
野
長
八
「
儒
敦
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
世
界

~ 



一
九
七

0
年
）
、
板
野
長
八
「
圏
識
と
儒
敦
の
成
立
」
（
『
史
學
雑
誌
』
八
十
四
ー
ニ
・
三

一
九
七
五
年
）
な
ど
が
あ

歴
史
4
』
岩
波
書
店

る。

(
3
)
代
表
的
な
論
考
に
は
、
福
井
重
雅
「
儒
敦
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
—
_
＇
五
鰹
博
士
の
設
置
と
董
仲
舒
の
事
蹟
に
闘
す
る
疑
義
ー
」

（
『
史
學
雑
誌
』
七
六
ー
一
、
一
九
六
七
年
）
、
福
井
著
書
、
第
一
篇
「
五
経
博
士
の
研
究
」
第
二
編
「
董
仲
舒
の
研
究
」
、
佐
川
修
「
武
帝
の
五

経
博
士
と
董
仲
舒
天
人
三
策

l
福
井
氏
の
所
説
に
封
す
る
疑
義

i
」
(
『
春
秋
學
論
考
』
東
方
書
店
一
九
八
三
年
）
（
原
載
『
集
刊
東
洋

學
』
第
十
七
琥
一
九
六
七
年
）
。
冨
谷
至
「
「
儒
教
の
國
敦
化
」
と
「
儒
學
の
官
學
化
」
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
七
巻
第
四
琥
一
九
七

九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
4
)

注
(
3
)
福
井
論
文
「
儒
敦
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
五
鰹
博
士
の
設
置
と
董
仲
舒
の
事
蹟
に
闊
す
る
疑
義
ー
」
参
照
。

(
5
)
注
(
3
)佐
川
論
文
•
冨
谷
論
文
参
照
。

(
6
)

福
井
著
書
、
序
章
「
問
題
の
所
在
」
十
四
頁
参
照
。

(
7
)
詳
し
く
は
、
福
井
著
書
「
あ
と
が
き
」
参
照
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
「
六
鰹
•
六
藝
と
五
鰹
ー
~
漢
代
に
お
け
る

五
経
の
成
立
|
|
」
（
『
中
國
史
學
』
第
四
琥
一
九
九
四
年
）
を
畢
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
論
考
で
は
、
「
武
帝
の
晩
期
に
完
成
さ
れ
た
『
史

記
』
の
文
中
に
、
五
鰹
の
用
例
が
一
例
も
存
在
せ
ず
」
、
「
前
漢
の
宣
帝
期
以
前
の
い
か
な
る
文
物
の
中
に
も
、
五
経
の
二
字
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
注
(
4
)
の
福
井
論
文
を
補
足
す
る
。

(
8
)

福
井
著
書
、
第
一
章
「
儒
敦
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
學
説
・
研
究
略
史
」
参
照
。

(
9
)
冨
谷
至
「
書
評
•
福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
敦
の
史
的
研
究l

儒
敦
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討
ー
ー
』
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
六

十
四
巻
第
一
琥
東
洋
史
研
究
會
二

0
0五
年
）
、
澤
田
多
喜
男
「
儒
敦
官
學
化
を
め
ぐ
る
論
争
に
封
す
る
創
見
」
（
『
東
方
』
二
九
四
琥

・ニ

0
0五
年
）
。

(10)

渡
邊
義
浩
編
『
雨
漢
の
儒
敦
と
政
治
櫂
力
』
（
汲
古
書
院
二

0
0五
年
）
「
合
評
會
福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
」
一
六

九

S
ニ
―
八
頁
参
照
。
な
お
、
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
八
集
（
二

0
0六
年
）
の
學
會
展
望
（
哲
學
）
（
市
来
津
由
彦
氏
執
筆
）
に
お
い

て
、
福
井
著
書
を
「
雨
漢
思
想
研
究
を
深
化
さ
せ
る
上
で
、
い
ま
な
お
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

(11)

代
表
的
な
論
考
に
、
西
嶋
定
生
『
東
洋
史
入
門
』
（
有
斐
閣
一
九
六
七
年
）
、
渡
邊
著
書
な
ど
。
な
お
、
同
書
に
は
、
「
前
漢
武
帝
期
に

「
儒
教
の
國
教
化
」
を
求
め
る
通
説
は
、
平
井
•
福
井
の
批
判
の
よ
う
に
、
…
…
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
三
十
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て

―
―
四



―
―
五

い
る
。

(12)

五
経
博
士
に
闊
す
る
論
考
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
敷
が
あ
る
。
近
年
の
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
奉
げ
れ
ば
、
張
漢
東
「
論
秦
漢
博
士
制
度
」

（
『
秦
漢
官
制
史
稿
（
上
朋
）
』
齊
魯
書
社
一
九
八
四
年
）
、
王
裸
呟
「
従
「
博
士
七
十
餘
人
」
到
「
十
四
博
士
」
的
演
髪
」
（
『
西
漢
経
學
源
流
』

東
大
圏
書
公
司
一
九
九
四
年
）
、
華
友
根
「
儒
経
博
士
的
逸
嬉
及
其
選
抜
」
（
『
西
漢
経
學
興
政
治
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
四
年
）
な

ど
が
あ
る
。

(13)

注
(
4
)
福
井
論
文
参
照
。

(14)

注
(
5
)
佐
川
論
文
（
佐
川
著
書
、
ニ
ニ
ニ

S
二
二
三
頁
）
参
照
。
な
お
、
文
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(15)

福
井
著
書
、
三
十
三
頁
参
照
。

(16)

渡
邊
著
書
、
二
十
七
頁
参
照
。

(17)

『
史
記
』
巻
二
十
四
、
築
書
第
二
。

(18)

『
史
記
』
巷
一
百
二
十
一
、
儒
林
列
博
第
六
十
一
。

(19)

「
易
家
」
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
六
十
七
、
楊
胡
朱
梅
云
博
に
一
例
、
『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傭
に
二
例
が
あ
り
、
「
穀
梁
家
」
に

つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
博
に
一
例
、
「
公
羊
家
」
は
、
『
漢
書
』
巷
八
十
八
、
儒
林
偉
に
三
例
を
検
索
し
え
る
。

(20)

『
史
記
』
咎
一
百
二
十
一
、
儒
林
列
偲
第
六
十
一
。

(21)

訳
師
将
軍
李
廣
利
が
大
宛
を
伐
っ
た
の
は
太
初
元
年
（
前
一

0
四
）
と
太
初
四
年
（
前
一

0
-
）
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
に
よ
る

と
、
四
年
春
に
李
廣
利
が
大
宛
王
の
首
を
斬
り
、
汗
血
馬
を
獲
、
「
西
極
天
馬
の
歌
」
を
作
っ
た
と
い
う
。
佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
（
汲

古
書
院
一
九
九
七
年
）
第
七
章
「
『
史
記
』
の
編
纂
過
程
」
三
五
七
頁
。

(22)

福
井
著
書
、
第
一
篇
「
五
経
博
士
の
研
究
」
第
一
章
「
五
経
の
用
例
と
そ
の
沿
革
」
一
四
二
頁
。
な
お
、
本
引
用
文
中
の
（
原
注
）
は
、

原
書
で
は
注
の

(33)
で
あ
る
。
原
書
の
注
(33)
は
一
八
二
頁
参
照
。

(23)

瀧
川
亀
太
郎
『
史
記
會
注
考
證
』
巻
二
十
四
、
柴
書
、
考
證
。
本
文
「
膿
書
」
は
「
築
書
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
築
書
は
、
司
馬
遷
の
序

以
下
に
は
、
『
證
記
』
築
記
篇
と
『
韓
非
子
』
十
過
篇
が
績
き
、
司
馬
遷
の
賛
言
で
結
ん
で
あ
る
。
本
文
「
證
」
が
「
築
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

『
考
證
』
の
記
述
の
通
り
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
『
史
記
』
證
書
の
構
成
は
、
膿
書
序
が
あ
り
、
そ
の
後
に
『
荀
子
』
證
論
•
議
兵
篇
が
績
＜

た
め
、
築
書
本
文
の
記
湛
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
史
記
會
注
考
證
』
巻
二
十
三
、
證
書
、
七
頁
、
考
證
、
参
照
。



(24)

佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
一
九
九
七
年
）
第
七
章
「
『
史
記
』
の
編
纂
過
程
」
四
三
五
頁
。

(25)

本
文
に
「
瀧
川
、
佐
藤
雨
氏
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
『
史
記
』
業
書
序
中
の
「
五
鰹
家
」
と
い
う
史
料
が
、
信
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
」
と
這
べ
る
に
は
理
由
が
あ
る
。
筆
者
に
は
、
瀧
川
、
佐
藤
雨
氏
の
説
明
は
整
合
性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
現
時
貼
に
お
い
て
は
、

相
嘗
に
信
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
と
い
う
資
料
は
、
二
千
年
餘
り
の
博
統
を
持
つ
古
書
で
あ
り
、
流
博
の
段
階
に
お
い
て
多
く

の
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
瀧
川
、
佐
藤
雨
氏
の
説
明
も
嘗
然
完
璧
と
見
な
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
福
井
氏
が
「
猪
少
孫
ら
の
後
人
の
補
填
に
な
る
一
篇
と
す
る
の
が
定
説
」
と
し
、
そ
の
根
檬
に

瀧
川
氏
の
『
史
記
會
注
考
證
』
を
提
示
す
る
以
上
（
注
(22)
及
び
そ
の
該
嘗
の
本
文
参
照
）
、
資
料
操
作
に
穏
嘗
を
欠
く
と
い
う
瑕
疵
を
拭
い

去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(26)

福
井
著
書
、
第
一
篇
「
五
鰹
博
士
の
研
究
」
第
一
章
「
五
経
の
用
例
と
そ
の
沿
革
」
一
七

0
頁

参

照

。

．

(27)

『
史
記
』
牲
一
百
二
十
一
、
儒
林
列
偉
第
六
十
一
。

(28)

古
く
は
、
本
田
成
之
『
支
那
経
學
史
論
』
（
弘
文
堂
書
房
一
九
二
七
年
）
第
三
章
「
秦
漢
の
経
學
」
な
ど
か
ら
、
五
経
の
分
類
の
際
に

は
、
必
ず
引
用
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
な
お
、
五
鰹
の
』
県
偽
問
題
に
つ
い
て
も
、
注
(
5
)
の
佐
川
論
文
に
お
い
て
「
五
鰹
」
の
證
握
の
ひ
と
つ

と
し
て
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、
澤
田
多
喜
男
「
儒
敦
官
學
化
を
め
ぐ
る
論
争
に
射
す
る
創
見
」
（
『
東
方
』
二
九
四

琥

二

0
0五
年
）
が
、
佐
川
論
文
を
踏
襲
し
た
内
容
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

(29)

福
井
著
書
、
第
一
篇
「
五
経
博
士
の
研
究
」
第
一
章
「
五
鰹
の
用
例
と
そ
の
沿
革
」
一
七

0
頁
参
照
。

(30)

福
井
著
書
、
第
一
章
「
五
鰹
の
用
語
と
そ
の
沿
革
」
第
二
節
「
五
鰹
の
成
立
」
一
「
後
漢
初
期
に
お
け
る
事
例
」
参
照
。
な
お
、
福
井
著

書
の
本
章
は
、
注
(
7
)
の
福
井
論
文
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

(31)

注
(
9
)
冨
谷
論
文
、
一

0
三
頁
、
一
〇
六
頁
参
照
。

(32)

福
井
著
書
、
一
五
九
頁
参
照
。

(33)

福
井
著
書
、
一
五
六

S
一
五
九
頁
参
照
。

(34)

池
田
秀
三
「
劉
向
の
學
問
と
思
想
」
（
『
東
方
學
報
（
京
都
）
』
五
十
一
九
七
八
年
）
―
-
九
頁
、
一
八
二
頁
参
照
。

(
3
5
)余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
辮
證
』
（
科
學
出
版
社
一
九
五
八
年
）
子
部
儒
家
類
、
魏
建
功
•
陰
法
魯
•
呉
競
存
•
孫
欽
善
「
闊
干
買
誼
《
新

書
》
箕
飼
問
題
的
探
索
」
（
『
北
京
大
學
學
報
』
一
九
六
一
年
第
五
期
）
、
徐
復
観
『
雨
漢
思
想
史
』
（
豪
鷹
學
生
書
局
、
一
九
七
六
年
）
「
買
誼

―
―
六



―
―
七

思
想
的
褻
現
」
二
、
「
新
書
的
問
題
」
な
ど
。
我
が
國
で
は
、
工
藤
卓
司
「
買
誼
と
『
買
誼
新
書
』
」
（
『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
十
六
集
二

O

0
三
年
）
や
拙
稿
「
賣
誼
『
新
書
』
成
立
説
に
闊
す
る
史
料
批
判
的
研
究
」
（
『
闊
西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
二
十
二
琥
二

0
0
一
年
）
、

拙
稿
「
賣
誼
『
新
書
』
の
成
立
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
六
集
二

0
0四
年
）
な
ど
参
照
。

(36)

王
吉
は
、
彼
の
偉
な
ど
に
よ
れ
ば
、
武
帝
末
期
か
ら
昭
帝
初
期
頃
に
、
「
賢
良
」
と
し
て
昌
邑
國
中
尉
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
官
歴

の
ス
タ
ー
ト
は
「
孝
廉
」
に
よ
っ
て
郎
に
奉
げ
ら
れ
、
そ
の
後
若
慮
右
丞
、
雲
陽
令
と
官
を
遷
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
生
年
は
武
帝
の
中
期
あ

た
り
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
漢
書
』
倦
七
十
二
、
王
吉
博
参
照
。

(37)

平
井
正
士
「
漢
代
儒
教
國
敦
化
の
定
説
の
再
検
討
」
（
『
杏
林
大
學
医
學
部
敦
養
課
程
研
究
報
告
』
第
一
二
巻
一
九
七
六
年
）
九
十
八
頁
参

照。
(38)

平
井
正
士
「
董
仲
舒
の
賢
良
封
策
の
年
次
に
就
い
て
」
（
『
史
潮
』
＋
―
|
ニ
―
九
四
一
年
）
参
照
。

(39)

夏
侯
始
昌
に
つ
い
て
は
、
注
(32)
参
照
。
な
お
、
福
井
氏
は
、
注

(32)
の
文
の
後
に
「
そ
し
て
こ
れ
ら
の
用
例
以
外
に
も
、
『
漢
書
』
巻

七
二
王
吉
博
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
列
博
の
文
中
に
、
同
様
の
史
料
系
統
に
闊
す
る
記
事
が
敷
多
く
貼
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
、
〈
表

w〉
に
一
任
し
て
、
一
々
そ
の
出
所
を
奉
げ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
」
と
湛
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
の
三
名
も
夏
侯
始
昌
と
同

様
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(40)

福
井
著
書
、
第
三
篇
「
班
固
『
漢
書
』
の
研
究
」
終
章
「
課
題
と
展
望
」
五
一
七
＼
五
一
八
頁
。

(41)

こ
こ
で
は
、
先
に
検
討
を
終
え
た
福
井
氏
の
「
通
五
経
」
へ
の
「
附
會
」
説
を
排
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
先
に
湛
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
後
段
を
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
、
御
理
解
頂
け
る
と
思
う
が
、
こ
の
「
通
五
鰹
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
非
常
に
難
し
い
。
賓
は
、

筆
者
も
劉
向
、
及
び
班
固
の
瑕
託
に
つ
い
て
箕
剣
に
検
討
し
た
が
、
資
料
の
由
来
が
多
岐
に
わ
た
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
退
け
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
字
敷
の
闊
係
上
、
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

(42)

『
漢
書
』
藝
文
志
六
藝
略
縮
序
。
池
田
氏
は
「
時
に
は
夏
侯
始
昌
や
王
吉
の
如
く
五
鰹
に
通
じ
た
人
も
無
い
で
は
な
い
。
だ
が
彼
ら
も
、

劉
向
の
博
學
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
」
と
い
う
。
注
(34)
池
田
論
文
―
四
六
頁
参
照
。

(43)

『
史
記
』
か
ら
は
、
「
通
六
藝
」
が
一
例
畢
げ
ら
れ
、
儒
學
に
長
じ
た
も
の
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
「
孔
子
以
詩
書
證
築
教
、

弟
子
蓋
三
千
焉
、
身
通
六
藝
者
七
十
有
二
人
」
（
『
史
記
』
巻
四
十
七
、
孔
子
世
家
）
。

(44)

闘
口
順
『
儒
學
の
か
た
ち
』
（
東
京
大
學
出
版
社
二

0
0三
年
）
五
章
「
儒
學
の
経
書
と
は
」
「
『
史
記
』
儒
林
偲
の
世
界
」
参
照
。
た



だ
し
、
筆
者
は
、
闘
口
氏
と
は
、
五
経
の
見
方
に
つ
い
て
異
な
る
貼
が
あ
る
。

(45)

た
だ
し
、
表
の
文
5

「
吉
兼
通
五
経
」
は
、
「
五
鰹
に
兼
通
し
て
い
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
通
五
鰹
」
を
稲
琥
と
す
る
に
は
、
不
適

切
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
班
固
が
前
漢
武
帝
期
の
「
通
五
鰹
」
に
封
し
て
、
や
や
理
解
を
欠
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
『
漢
書
』
に
「
通
五
経
」
を
稲
さ
れ
た
五
人
は
、
す
べ
て
博
士
（
お
そ
ら
く
五
鰹
博
士
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く

五
鰹
と
の
結
び
付
き
は
非
常
に
深
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
班
固
の
時
代
を
記
録
す
る
『
後
漢
書
』
に
も
七
例
の
「
通
五
鰹
」
が
見
ら
れ
、
こ

れ
ら
は
賓
際
に
五
経
に
通
逹
し
た
か
、
そ
の
學
問
を
稲
賛
す
る
た
め
の
も
の
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
の
だ
が
、
先
に
も
見
て
き
た
通
り
、
前

漢
武
帝
期
に
儒
學
を
褒
め
稲
え
る
意
味
で
「
通
五
経
」
を
言
う
の
は
、
や
は
り
、
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
『
漢
書
』

に
記
録
す
る
際
に
、
班
固
が
誤
っ
て
、
後
漢
に
流
布
し
て
い
た
「
通
五
鰹
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
前
漢
武
帝
期
の
そ
れ
を
解
繹
し
、
「
兼
」
の

字
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
證
腺
に
『
後
漢
書
』
魯
不
一
偲
に
は
「
遂
兼
通
五
経
」
と
あ
り
、
ま
た
、
類
似
の
表
現

に
「
博
通
五
経
」
（
姜
肱
偲
•
韓
説
傭
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

(46)

同
志
で
あ
っ
た
平
井
氏
か
ら
「
徹
底
し
た
疑
古
的
態
度
」
と
稲
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
、
福
井
氏
の
『
漢
書
』
に
射
す
る
姿
勢
が
、
も
と

も
と
、
や
や
偏
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
注

(37)
平
井
論
文
、
九
十
八
頁
参
照
。

(
4
7
)注
(
7
)福
井
論
文
•
福
井
著
書
、
一
七
一
頁
参
照
。

(48)

「
一
個
の
膿
系
的
な
著
作
」
と
は
、
本
稿
の
序
文
参
照
。
「
堂
々
と
」
「
大
き
な
」
「
功
績
」
な
ど
は
、
平
井
氏
が
、
福
井
論
文
を
稲
賛
さ
れ

た
文
章
の
一
部
で
あ
る
。
注

(37)
平
井
論
文
、
九
十
八
頁
参
照
。

(49)

一
例
の
み
奉
げ
れ
ば
、
布
目
潮
颯
『
つ
く
ら
れ
た
暴
君
と
名
君
・
隋
の
燭
帝
と
唐
の
太
宗
』
（
清
水
書
院
一
九
八
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
5
0
)福
井
重
雅
「
六
鰹
•
六
藝
と
五
経
|
—
漢
代
に
お
け
る
五
経
の
成
立
ー
」
（
『
中
國
史
學
』
第
四
巻
一
九
九
四
年
一
六O
S
一
六
頁

参
照
。

(51)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
信
一
郎
氏
が
福
井
氏
に
質
問
さ
れ
て
、
氏
が
そ
れ
に
答
え
ら
れ
て
い
る
。
渡
邊
義
浩
編
『
雨
漢
の
儒
敦
と

政
治
櫂
力
』
（
汲
古
書
院
二

0
0五
年
）
「
合
評
會
福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
」
「
討
論
」
ニ
―
六

S
ニ
―
七
頁
参
照
。

(52)

誰
に
も
覺
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
時
に
は
、
様
々
な
検
討
を
加
え
た
結
果
か
ら
、
正
史
の
記
這
を
疑
う
、
も
し
く
は
、
新
た
な
解
繹
を

付
典
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
井
氏
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
注

(37)
平
井
論
文
、
九
十
七
頁
参
照
。

―
―
八


